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議案第１号 

令和７年度 事業報告 

（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

【Ⅰ 一般概況】 

１． 令和７年度（202５年度）一般概況 

2025 年の日本経済は、円安修正と海外景気回復、個人消費の拡大、加えて、インバウンド需要の

高まりにより、緩やかに景気が回復した。 それに伴いデフレギャップは解消に向かい、デフレ脱却宣言

も視野に入ったが、老朽化した基幹システムが、最大 12兆円の経済損失を引き起こす可能性が指摘

され、企業の DX 推進が急務となった。また、さらに人手不足と後継者不足が深刻化し、中小企業の

廃業が増加する一方で、AI 導入やテレワークの普及で働き方改革が加速した。そして団塊の世代が

75 歳以上になる「2025 年問題」による労働力不足に伴う不法移民問題や社会保障費制度の持続

可能性への懸念が強まった。 

他方、政治においては、昨年の衆議院選に続き、７月の参院選でも「岩盤保守層」に変化が起こり、与

党自民党が大きく後退する一方で新しい保守政党が台頭するなど、政治の混沌化が進んだ。結果、８

月末に石破茂総理が退陣し、１０月２１日、高市早苗氏が初の女性首相(１０４代)に就任、その連立の

枠組みも自民・公明から自民・維新による連立政権発足という政治の大転換が起こった。高市政権は、

少数与党でもあるにもかかわらず、「責任ある積極財政」を掲げ、国民の高い支持率を背景にガソリ

ン・軽油の暫定税率廃止、所得税の非課税枠を１７８万円に引き上げ合意、２０２５年補正予算では、

21.3 兆円の総合経済対策を裏付ける新型コロナ禍後で最大となる１８．6 兆円を計上、物価高対策

として 8.9 兆円をあて、地方自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」に 2 兆円を計上した。こ

のうち「おこめ券」や電子クーポン券の配布といった食料品の価格高騰への対策に4000億円を組み

込んだほか、26 年 1〜3 月の冬場の電気・ガス代支援や子ども１人あたり２万円の給付に 5296 億

円充てるなど、就任僅か２か月間で迅速かつ的確な政策展開により国民の内閣支持率はさらに上昇

した。また、外交・安全保障においても APEC、G20 サミットにおいて中国の習近平国家主席との初

の首脳会談を実施するなど、多国間外交でも「高市外交」の存在感を示した。また、トランプ米大統領

の訪日の機会をとらえ、緊密な連携強化の確認を行うなど一定の成果を上げた。しかし、その後の国

会における台湾有事の際の我国の対応について「存立危機事態」であるとの発言は、中国の反感を

買い、日本への渡航自粛などの制裁措置が発動されるなど日中関係は難しい局面となった。 

更に、アメリカは、イランの核ミサイル開発問題を米国の安全保障上の危機と位置づけ、それを回避

するため、２月２８日、ついにイスラエルと合同でイランに軍事介入し、最高指導者ハメイ二師等政府

高官を空爆により殺害した。イランは、報復措置として、ホルムズ海峡を事実上封鎖した。これにより、

原油価格は、1 バレル 70 ドル付近から一気に暴騰、３月 9 日時点で WTI の 4 月先物は一時 1 バレ

ル 119 ドルまで上昇（2022 年 7 月以来の高値）し、130 ドル超えの様相となった。日本国内では、

一気に石油製品価格が急騰し、国民生活や産業活動に影響を及ぼし始めたため、３月１１日、高市内

閣は、即反応し、「３月１６日から国家備蓄の放出を決めたほか、緊急に３月１９日からの RG１７０円を

目安として「燃料油激変緩和措置再開」を発表した。この結果、全国平均価格は、一時 RG が１リッタ
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ー190～２００円になっていたが、３月２３日には、全国平均価格が約 177 円まで下落した。また３月１

９日から高市首相は、訪米しトランプ大統領と会談、イラン問題や対中政策、台湾問題等について会

談を行った。エネルギー問題イコール安全保障問題であるとの認識のもと、米国側と時間を延長して

会談が行われ、実りある会談となった。 

他方、高市内閣は、年が明けた２０２６年 1 月 19 日、国民に向けて衆議院解散の意思表明を行い、

1 月 23 日召集の臨時国会の冒頭、解散を宣言、1 月 27 日公示、2 月 8 日投票で高市連立政権に

ついての民意を問う総選挙に突入した。本県からは、１区西山尚利、２区根本拓、３区上杉謙太郎、４

区坂本竜太郎が立候補、比例東北から元職の菅家一郎氏が立候補し開票の結果、全員当選した。結

果、与党自民党は、３１６議席を獲得、単独で 2/3 を上回り歴史的大勝利を飾った。また、連立相手で

ある維新の会の議席と合わせ３５４議席となり、戦後最大与党となった。高市首相は、２月１８日、第２２

１特別国会において１０５代内閣総理大臣に指名され、第二次高市政権がスタートした。 

このように、2025 年は国内外に大きな変化が生まれ、我国の政治・経済・社会の構造が大きく転

換し始めた「激動の年」となった。 

本県油政連は、は２０２５年度において、県内のＳＳネットワークの維持・強化に向け「石油販売業者

の公正な経済活動の推進と業界の安定を図るための政治活動」、「石油流通秩序の確立と国民経済

の安定維持のための政治活動」、「油政連の趣旨に賛同し、かつ目的達成に協力する者の政界進出

に対する後援」を旗印に福島県石油商業組合とともに、全力でその実現に取り組んだ。特に自民党・

石油流通問題議員連盟(逢沢一郎会長・以下、石油流通議連)の力強い支援を得ながら、ガソリン・軽

油の旧暫定税率廃止に係る諸問題等、石油販売業が直面する課題に対応してまいったほか、福島県

議会与党議員で構成された福島県石油流通政策懇談会(鈴木智幹事長・以下県政策懇談会という)、

さらには関係省庁、県各部局等に対して要望活動を行うなど的確に対応した。 

 

（1）ガソリン税暫定税率廃止法案 

ガソリンの暫定税率は、２００９年、道路財源から一般財源化となった時点で、その収税根拠を失っ

ており、油政連としては、当時から廃止すべきであると繰り返し要望を重ねてきた。今般、保守系野

党が台頭し、自民党が衆参双方とも少数与党となったことにより、与党税調が刷新され、長年の懸

案が解消されたものである。 

１）ガソリン税暫定税率廃止法案 （2025/8/1） 

 少数与党となった自民党と野党 8 党の合意に基づき、8 月 1 日の臨時国会に本案では、11 月 1

日から施行でガソリンの暫定税率廃止法案を提出した。しかし、８月末の石破首相の辞意表明を受

けて、与党自民党の総裁選挙などの日程が大きく影響し法案成立が不透明となった。（この時点で

の野党案には、「軽油引取税」の暫定税率廃止(17.1 円)は、含まれていなかった。） 

◆高市内閣による旧暫定税率廃止法案合意 

 １０月２１日、高市早苗内閣が発足すると１０月３０日の実務者協議を経て１１月５日の６党党首間協

議により、ガソリンの旧暫定税率の年内廃止が正式に合意された。軽油についても旧暫定税率の

廃止が合意されたが、自治体の財政年度等に配慮し、令和８年４月１日が廃止日となり、令和８年３

月３１日までの間は、基金を活用し、17.1 円の補助金で対応することとなった。 
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◆「ガソリン・軽油の当分の間税率（暫定税率）の廃止に向けた補助金の段階的拡充について」 

  急激な価格変動による流通の混乱を抑制するため、ガソリン・軽油に対する補助金（定額引 

下げ措置）を暫定税率と同水準まで段階的に拡充する。 

  １回あたりの変動幅を最大５円程度に抑えながら、以下のとおり支給単価を拡大する。 

  その上で、ガソリンの暫定税率は、12 月 31 日に廃止する。軽油の暫定税率は、地方自治体 

の財政年度が開始する令和８年４月１日に廃止する。 

 

 

(２) 軽油引取税特別徴収義務者交付金増率にかかる福島県に対する要望 

総務省が令和 7 年１２月２６日、総務省自治税務局から各都道府県税務主管課に対し、軽油引

取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止に伴う特別徴収義務者に対する交付金の取扱いについ

て、「令和８年度の交付額を現在の交付率2.5％を4.9％に増率し、令和７年度の特別徴収義務者

交付金（軽油引取税収の２．５％に相当する金額）と同水準となるよう適切に対応してほしい」旨の

通知を行った。 

これは、油政連が要望を重ねていたもので努力が実った形となった。この交付率は、各自治体が最

終的に判断するものであるため、当組合は、令和８年度における交付率を速やかに４．９％に引き

上げていただくよう１月８日、２月３日の両日、中村理事長、鈴木副理事長から税務当局及び内堀

雅雄知事に対して要望を行った。  

なお、この措置は、令和８年度のみの措置であることから令和９年度以降について当初の要望の通

り、交付率５．３５％獲得に向けて引き続き政府及び関係省庁に要望していく。 

（３）イラン情勢に伴う対応について 

  ２０２６年２月２８日、アメリカとイスラエルはイランに対して大規模な攻撃を開始した。その後、事実

上ホルムズ海峡が封鎖され、原油輸入が困難となるなど、当面出口が見えない状況の中で、油政

連・県石商は、高騰する石油製品価格、政府の激変緩和措置、備蓄の取り崩しなど中東情勢に伴う

一連の対応や状況について説明を行った。 

３月７日に、機関紙『ぜんせき』折り込みで『原油高騰ポスター』を発送したのをはじめ、全組合員に

対し、へイラン情勢に関する仕入れ状況、価格状況等についてアンケート実施するとともに、原油価
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格が高騰する中、適正転嫁を訴える文書を発出した。 

また、官公需契約において適切な価格改定が進むよう県政策懇談会援を求めると同時に各自治体

に説明と要望を行った。 

全国油政・全石連も３月９日に全石連の森洋会長から石油議連の事務局長である山際大志郎衆

議院議員へ陳情した結果、同議員から総務省事務次官、資源エネルギー庁長官へ要請が行われ

ました。３月１９日には、全石連の加藤庸之副会長・専務理事および油政連の杉谷博教常務理事が

山際議員とともに上月良祐参議院議員に陳情したところ、総務省および資源エネルギー庁に要請

が行われ、結果として、契約価格の改定について柔軟な変更を求めた通知文が全国の自治体担当

部局宛てに発出された。 

 

（４）国庫補助事業について 

１）石油流通関連 令和 7 年度補正予算・令和 8 年度当初予算の獲得 

石油流通議連の協力の下、政府・与党、さらには財務大臣や経済産業大臣等に対してＳＳ業界への

支援要望を重ねた結果、ガソリンの旧暫定税率廃止に伴う中小ＳＳへの影響を鑑み、特に補正予算

において手厚く支援することとされ、石油流通関連予算として２０２５年度補正予算にて１９０億円、

２０２６年度当初予算にて６５．５億円の計２５５．５億円が措置されることとなった。 

２０２５年度補正予算においては、『ＳＳネットワーク維持・強化支援事業』として１２０億円が措置さ

れ、一部当初予算に計上される対象設備を除き２０２４年度補正予算と同様の設備が引き続き支援

されるとともに、新たに水検知計量機が補助対象設備に加えられた。 

 さらに、ガソリンの旧暫定税率廃止スキームが短縮されたことによって経営に影響を受けた中・小

規模事業者を支援するために、『当分の間税率廃止に伴い影響のあるＳＳへの経営再建支援事業』

として４０億円が別途措置された。これは、２事業から構成されており、『小規模事業者の事業継続

支援』にて、小規模ＳＳの安全検査対応や業務安全対策等が支援され、『中小企業者の油外収益確

保等の取組支援』にて、中小ＳＳの異業種連携による油外収入の確保に資する設備投資等が補助

されることとなった。 

 また、旧暫定税率の廃止に伴い影響を受けたＳＳへの金融支援として３０億円が措置された。運転

資金の借り入れに対して、『経営安定化特別利子補給制度』による利子の一部補給と、『経営安定

化特別保証制度』による債務保証が実施されることとなった。 

内 訳 

2026 当初+2025 補正 

26 当初 
（令和 8） 

25 補正 
（令和 7） 

計 

【補正予算】暫定税率により影響を受ける SS への支援  190.0 190.0 

(1)SS ネットワーク維持強化支援事業費補助金 

①SS ネットワーク維持強化支援 

②当分の間税率廃止に伴い影響のある SS への経 

営支援事業 

-災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業 

 

 160.0 

(120.0) 

 

(40.0) 

160.0 

(2)暫定税率廃止に伴う影響のある SS への資金繰り

支援 

30.0 30.0  
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Ⅰ．SS の災害対応能力等の強化・地域供給力強化の

構築 

11.7  11.7 

（1）災害に備えた地域エネルギー供給拠点整備事業費 

➀地下タンクの入換、大型化 

②ベーハー回収機設備の導入支援 

➂自家発電機の入換 

④緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練事業 

(2)地域における新たな燃料供給体制構築支援事業費 

 ①先進的技術開発支援事業 

① 自治体における取組の支援事業 

(3)災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的燃

料備蓄の推進事業費補助金 

 ①普及啓発事業 

 5.8 

(1.9) 

 

(2.0) 

（1.9） 

5.3 

3.0 

2.3 

 

0.6 

0.6 

 6.7 

4.8 

 

 

 

1.9 

40.6 

 

Ⅱ．離島・SS 過疎地域対策、環境安全対策 41.0  41.0 

（１）離島・SS 過疎地等における石油製品の流通合理化

支援事業 

 １）離島のガソリン流通コスト対策事業費 

 ２）離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構

築支援事業 

 ３）環境安全対策等  

➀漏洩防止対策（FRP） 

➁地下タンクの撤去 

➂地下タンクの効率化等 

➃検知検査 

41.0 

 

29.5 

1.7 

9.8 

8.2 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.1 

 

29.5 

1.7 

9.8 

8.2 

 

 

1.6 

Ⅲ．石油製品の品質確保 12.8  11.3 

合 計 65.5 190.0  255.5 

 

(５)官公需受注拡大に向けた取り組みと石油需要防衛 （災害協定と官公需の一体化の推進） 

  平時は競争入札で県外業者等から安値調達を行いながら、災害時に当該事業者が供給できなく

なると、災害協定を盾に地元石油組合および組合員に燃料供給を要請し、平時に戻ると再び競争

入札で県外業者等からの調達に戻る、いわゆる『いいとこ取り』を解消して、災害協定と官公需の

一体化を推進するべく県石商・協と連携して取り組んだ。 

各地での『いいとこ取り』の具体的事例や災害協定と官公需の一体化に係る課題を県政策懇談会

で報告するとともに、国の機関や地方自治体等が、国の契約の基本方針に基づく適切な調達を実

行できるよう支援を要請した。 

１）令和８年度福島県予算要望聴取会・関係部局歴訪         

令和７年 9 月 9 日（火）開催の令和７度福島県予算要望聴取会において、中村理事長、油政連役員か

ら下記について要望した。その前段として、県関係部署を訪問し要望を行った。 

➤県庁関係部局巡廻        

14:00 ～14:30 税務課 課長 及川宗郎氏 以下４名  税務課内 

14:30 ～14:50 危機管理部 課長佐久間止楊氏 副主査佐瀬郁馬 災害対策課案内 北庁３F 

➤15:10 ～ 15:30 令和８年度 福島県予算編成各種団体要望聴取会     

〇県議：高宮光利、渡辺義信、山田平四郎、渡辺康平、佐藤政隆、佐々木彰,佐藤徹哉、江花圭司 
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〇県石商・協・油政連   理事長 中村謙信 副会長 松原行一 常任幹事（政策委員長） 池嶋公二 

   参事 小林 勝   専務 小貫浩義 事務局長 佐藤利昌  主任 鎌田聖弘  8 名   

【要望項目・所管部局】 

Ⅰ．官公需適格組合の活用促進と災害協定と官公需の一体化についての要望（継続） 

【関係部課】：➀総務部財政課、➁出納局入札用度課、➂危機管理部災害対策課 

Ⅱ.軽油販売貸倒発生時の軽油引取税還付制度適用範囲の拡大について（継続） 

 【関係部課】：総務部税務課 

Ⅲ．中小企業対策の推進、SS 過疎地に対する支援（継続） 

【関係部課】：➀企画調整部 地域振興課 ➁危機管理部 災害対策課 

Ⅳ.災害発生時の石油製品の供給維持に向けた取り組みに関する要望（継続/要予算措置） 

   住民拠点 SS【関係部課】：危機管理局 災害対策課 

 

◆「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」抜粋（2025 年 4 月 22 日、閣議決定） 

１．中小石油販売業者に対する配慮に関する事項（基本方針  

第２-３-（７）中小石油販売業者に対する配慮  

国等は、国等又は地方公共団体との間で災害時の燃料供給協定を締結している石油組合について、

災害時だけではなく、平時においても燃料供給が安定的に行われる環境を維持していくことの重要性

に鑑み、燃料調達を行う際には、②及び④に留意するとともに、例えば①及び③のような取組により、当

該協定を締結している石油組合及び当該協定に参加している中小石油販売業者に係る受注機会の増

大に努めるものとする。  

① 一般競争により調達する場合には、災害時の燃料供給協定を締結していること、国等又は地方公共

団体の管内に燃料供給拠点を有すること等、適切な地域要件の設定を行うこと。  

② 災害時の燃料供給協定を締結している石油組合を活用して円滑な燃料調達ができると認められ、

当該石油組合との契約が管内の燃料供給拠点の維持に必要な場合には、調達を費用対効果において

優れたものとすること等を十分に検討しつつ、当該石油組合との随意契約を行うことができること。  

③ 災害時の燃料供給協定を締結している石油組合及び当該協定に参加している中小石油販売業者

を活用して円滑な燃料調達ができると認められる場合には、極力上記２（２）①に掲げる分離・分割発注

を行うこと。  

④ 燃料油価格激変緩和事業の制度変更により燃料油価格が上昇することを理由として、契約金額の

変更について申出があった場合には、迅速かつ適切に協議を行うこと。また、その旨の条項をあらかじ

め契約に入れるなど、受注者からの申出が円滑に行われるよう配慮すること。 

第 2-４ 「ダンピング防止対策、消費税の円滑かつ適正な転嫁等の推進」 

（５）労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応  

① 国等は、公共工事の発注に当たっては、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格を反映

した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の

実施も含め、適切に対応するものとする。  特に、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇時にお

ける請負代金額の変更の的確な実施のため、あらかじめ、当該変更についての条項を契約に適切に設

定するとともに、当該条項の運用基準を策定しておくものとする。  さらに、発注者である国等は、主要

な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の事象が発生した場合において、受注者から請負

契約の内容の変更について協議の申出があった際には誠実に応じなければならない。なお、この場合

における誠実な協議については、例えば、予算の不足や過去の変更契約実績がないことを理由に協議

に応じないことがないように留意する。  

② 国等は、物件及び役務の契約の途中で、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格に変化

が生じた場合には、契約金額を変更する必要があるか否かについて検討し、契約変更の実施も含め、

適切に対応するものとする。  
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 また、受注者から労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う契約金額の変更について申出

があった場合にはその可否について迅速かつ適切に協議を行うものとし、その旨の条項をあらかじめ

契約に入れるなど、受注者からの申出が円滑に行われるよう配慮するものとする。  

③上記①、②の対応に当たっては、経済財政運営と改革の基本方針２０２３（令和５年６月１６日閣議決

定）において、原材料費やエネルギーコストの適切なコスト増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を

推進することとされていることや、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年１１月

２９日策定。以下「労務費の指針」という。）の趣旨を最大限に考慮するものとする。  

 また、価格交渉促進月間のフォローアップ調査において、国等が調査対象であると明示されたことを

踏まえて、受注者から発注者として価格転嫁の状況を評価される立場であることを留意し、公共工事に

おいては、コスト増加分の転嫁を行う条項を契約に適切に設定し、複数年度にわたる物件及び役務の

契約においては、「労務費の指針」を参考にして発注者として行動し国等から少なくとも年に 1 回以上

の協議を行うように努めることとする。さらに、価格交渉の際には、直接の契約先だけでなく、再委託先

を含めて適切に請負代金を設定するよう配慮することとする。  

３.組合の活用に関する基本的事項（基本方針第３「２」関係） 

（１）事業協同組合等、官公需適格組合の受注の機会の増大 

 ①国等は中小企業協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づいて設立された事業協同組合等及

び同事業協同組合等の中から共同受注体制が整っていること等の要件を満たす組合で中小企業庁が

証明した官公需適格組合の受注機会の増大に努めるものとする。 

 ②中小企業庁は、中小企業団体中央会が、事業協同組合等の共同受注体制を整備し、官公需適格

組合設立を促進するため、共同受注のモデルとなる規約を整備し、普及促進を行う取組を支援するも

のとする。 

（２）官公需適格組合の活用 

 ①国等は、官公需適格組合の競争契約参加資格審査にあたっては、総合点の算定方法に関する特

例の一層の活用に努めるとともに中小企業庁は。地方推進協議会の場等を活用して特例の措置が講

じられていない地方公共団体に対して所要の措置が講じられるよう要請するものとする。 

 

（６）SS 過疎と災害時対応（＝商組共同） 

【◆災害発生時の石油製品の供給維持に向けた取り組みに関する要望】 

   政府は、能登半島地震の際の石油製品の供給を教訓として、SS 過疎地や中核 SS 空白地域の

災害時の燃料供給問題を改善するため令和 6 年度補正予算において「災害時給油所地下タンク

製品備蓄促進支援事業」が措置された。 

  このことを踏まえ福島県に対し、政府の求める通り、県の 8 年度予算において次の通り予算化さ

れるよう要望した。 

１）「中核 SS」石油製品在庫管理に対する継続支援について 

平成２５年度補正予算の「災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業」において大規模災害の

発生時、地域における石油製品の供給拠点となり、警察・ 消防等の緊急車両に対して優先給油を

実施する役割を担う給油所（以下「中核給油所」という） を運営する揮発油販売業者等が、同給油

所に一定の燃料の備蓄を行うことにより災害時における石油製品のサプライチェーンの維持に向け

た取組に要する経費に対して、国と自治体が連携して補助する制度がスタートした。平成２６年度

は、国が備蓄に係る「燃料購入費用」及び初年度における「燃料保管管理費用」を負担し、次年度

（２７年度）からは、都道府県等が「燃料保管管理費用」を、それぞれ予算化。 

これを受けて福島県は、当時(平成 27 年)福島県石油商業組合との間で既に締結している「災害

協定」に「石油製品の在庫管理に関する条文を追加」し、福島県内 54 カ所の「中核 SS」における
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在庫確保管理（SS在庫：ガソリン2.5ＫＬ、軽油2.5ＫＬ/小口配送拠点在庫：灯油、重油計20ＫＬ）

及び報告義務に対し、予算措置行い、事業を実施。現在も実施中。 

これについて引き続き、「中核 SS」に対する石油製品の在庫管理維持のための予算の確保につい

て措置されるよう要望した。 

２）「住民拠点 SS」石油製品在庫管理に対する支援(新規) 

◆政府の令和６年度補正予算： 「災害時給油所地下タンク製品備蓄促進支援事業」◆ 

「中核ＳＳに加え、自家発電設備を備え、災害などが原因の停電時にも継続して地域の住民の方々

に給油できる『住民拠点サービスステーション（以下「住民拠点ＳＳ」という）』等を運営する揮発油

販売業者が、同ＳＳに一定の燃料の備蓄を行うことにより災害時における石油製品の安定供給を

確保し、ＳＳネットワークの維持・強化を支援するための取組に要する経費に対して、国と自治体が

連携（※）して補助する事業。 

これについて、県災害対策課は中核 SS 同様、あらたに「住民拠点 SS(48SS)」についても、災害

時の石油製品の安定供給の確保のため、平成８年度予算において、石油製品の在庫管理維持の

ための予算について措置されるよう財政当局に要請した。 

【※国が備蓄に係る「燃料購入費用」及び初年度における「燃料保管管理費用」を、都道府県等が

次年度以降における「燃料保管管理費用」を、それぞれ支援。】 

３）人件費等コストアップに伴う管理費用の拡大(自民党要望聴取会) 

2023 年、2024 年の 2 年間の平均昇給率の各指標の合計が約 8％～10％となっていること。

さらに（2025 年）の昇給率も勘案し、これまでの「石油在庫管理費（１SS29,000 円/年」）を 10％

程度の上乗せ、増額を要望した。 

 

2．自民党石油流通議連及び「ＳＳの新たな利活用をめざすプロジェクトチームの活動 

（１）SS 網維持へ 油政連・全石連 特別支援を要望 

総会では、全国石油政治連盟の西尾恒太会長と全石連の森洋会長から、ＳＳ特別支援予算の確保

や税制改正要望に加えて、『新しい枠組み』の実現や次世代燃料（バイオ燃料・合成燃料）の早期実

用化に向けた支援強化、燃料油価格定額引き下げ措置の周知徹底などを盛り込んだ要望書が提

出されました。議連を代表して、公務により欠席した逢沢会長に代わって、田中和徳会長代行が受

け取りました。田中会長代行は「SS のユニバーサルが継続できるように全力を尽くす」と答えまし

た。 

 

（２）市場正常化および経営安定化に関する運動について『新しい枠組み』実現へ向けて  

 ２０２５年度も石油流通議連・ＳＳの新たな利活用をめざすＰＴを中心として、公正取引の実現に向け

て特に不当廉売規制の実効性確保について強く要望を重ねました。公正取引委員会は、２０２６年２

月には京都府内の事業者に対して不当廉売に当たる恐れがあるとして警告を行いましたが、依然とし

て大手流通業の店舗併設ＳＳに関しては、不当廉売の要件を満たさないとの見解を示している。 

同ＰＴでは、このような現行の規定で対処が難しい課題に対しては、『新しい枠組み』による、これま

でとは異なるアプローチで解決を目指すべく引き続き検討していく方針。 
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１）第一回「ＳＳの新たな利活用をめざすプロジェクトチーム （５月 22 日、衆議院第二会議室） 

自民党石油流通問題議員連盟（逢沢一郎会長）は５月22日、総会を開き（写真）、「ＳＳの新たな

利活用をめざすプロジェクトチーム（座長＝田中和徳会長代行）」で議論を重ねてきたＳＳネットワ

ークの維持・強化を図る『新しい枠組み』の実現を目指す『課題の進捗状況と今後の検討の方向性』

を取りうるスペッまとめた。「災害協定と官公需の一体化」で一定の成果をあげる一方、大手流通

業など大規模ＳＳの出店攻勢やガソリン廉売の拡大により、ＳＳネットワークが崩壊の危機に直面す

る中、立法措置も視野に入れた『新しい枠組み』の実現に向け、資源エネルギー庁と公正取引委員

会に対し、有識者等を交えた取り得る施策の検討を申し入れた。それらの結果も踏まえながら、秋

のＰＴで引き続き具体策を検討していくことを決めた。 

２）第２回「ＳＳの新たな利活用をめざすプロジェクトチーム（１０月７日 衆議院第二会議室） 

前回、宿題としていた資源エネルギー庁と公正取引委員会に対しそれぞれ具体策の検討結果の

説明を求めた 

【経済産業省】 

① 新たな地域燃料流通に関する研究会(仮称)の開催 

●SS は、給油や灯油等の配送を通じ国民生活や経済活動を支える重要なインフラであるととも

に災害時には被災地復旧のための車両や電源車等への給油、重要施設の燃料供給の役割を担

い「最後の砦」として機能するため CN を目指す中にあっても SS ネットワークを維持・強化して

いくことは重要。 

●石油製品需要は減少傾向にあり、過疎地では SS ネットワークの維持が困難になっている。ま

た、低価格販売が、災害時に必要な SS ネットワークを SS ネットワークを既存している。 

●こうした課題に対応するため、「新たな地域燃料流通に関する研究会」を立ち上げ、地域におけ

る SS ネットワークの現状や取り組み状況を踏まえ、SS ネットワーク維持のあり方について検討

する。 

●これらを通じ自治体とも連携した地域の燃料供給体制確保などの取り組みをしていく。 

１） 地域で確保すべき燃料供給の把握と自治体との連携 

２） 地域 SS などの燃料流通業の事業継承や多角化を進める取り組み 

３） 官公需における災害時の円滑な燃料供給に向けた取り組みの検討 

４） 大規模事業者による SS ネットワークへの影響 

 

【公正取引委員会】 

〇有識者に対するヒアリングの実施 

経済法学者、石油流通研究者に対して不当廉売規制の解釈や・運用、新しい枠組み等に関する 

意見を聴取した。 

◆ヒアリングまとめ： 

不当廉売に係る規定(法定不当廉売、告示不当廉売)の解釈運用について、法定不当廉売より

も告示不当廉売の方が価格要件の適用が広いという基準に対する考えは共通しているが、告示

不当廉売を活用するとしても、やはり総販売原価を下回ることを前提とするものであった。 
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影響要件のみでの不当廉売規制の可能性について、総じて、独禁法、不当廉売規制の考え方や

消費者への影響の観点などからは難しいとの意見が共通してみられた。 

一方で、大規模事業者等に対し、競争政策以外の観点から、エネルギー政策として S S ネットワ

ーク維持を直接の目的とする業法により規制することなどはあり得るとの意見も概ね共通してい

た。ただし、国民の納得を得ることの難しさや、適正原価の考え方などについての懸念を述べる

有識者もいた。 

 

２）第３回「ＳＳの新たな利活用をめざすプロジェクトチーム（３月５日 衆議院第1会議室） 

   軽油引取税の旧暫定税率廃止を巡る諸課題について 

   新たな地域燃料流通に関する研究会について 

   新しい枠組みの今後の進め方について 

    

Ⅱ 運営組織の状況に関する事項  

1．油政連総会の開催 

（１）招集年月日    令和７年４月２４（水） 

（２）開催日時及び場所 

➀開催日時  令和 7 年５月２8 日(水)  午後３：００分より 

➁開催場所 ホテル福島グリ－ンパレス 福島市太田町１３－５３ 

（３）理事・監事の数及び出席理事、監事の数 

➀理事 ３２人     監事  ３人 

➁出席理事 ２７人     出席監事  １人 

（４）総代数及びその出席総代数 

➀総代数   ４２人 

➁出席総代数 ４２人（本人出席１２人  委任状出席２６人） 

（5）議長の氏名 

瀬戸秀則氏 

（6）議 事 

   「議案第１号 令和 6 年度事業報告について」及び 

「議案第２号 令和 6 年度収支決算及び剰余金処分（案）について」 

「議案第３号 令和 7 年度事業計画（案）について」、 

「議案第４号 令和 7 年度収支予算（案）について」 

「議案第５号 令和 7 年度組合費の賦課基準・徴収方法及び徴収時期（案）について」 

「議案第６号 常勤役員報酬（案）について」 

「議案第７号 令和 7 年度借入金残高最高限度額（案）について」 

   「議案第８号 役員の一部補選（案）について」 

〈理事〉 

 中村謙信 鈴木史昭 倉島 卓史  佐藤晃司 小沼利夫 三瓶 司 鈴木 實 根本一男   伊
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東雅文 鷲足直樹 池嶋公二 小峰栄良 白石 潔 岡部弘一 佐々木俊雄 星野網男 遠藤

雄司 広田昌二郎 松原行一 川瀬直史 木村昭義 根本克頼 吉田知成 立谷惣一 野地庄

蔵  小林 勝   小貫浩義 

〈監事〉 齋藤政喜  宗像 美  丸山 孝 

   

２．幹事会の開催状況 

（１）第一回幹事会 

①開催日時       令和 7 年 4 月 23 日（水）  12：00～ 

②開催場所     福島石油会館  福島市黒岩字林の内 5 番地 

③理事数      32 名   

④出席理事      23 名   

      中村謙信 池嶋公二 松原行一 根本一男 根本克頼 白石 潔 西形吉和 佐藤晃司    小

沼利夫 三瓶 司 伊東雅文 鷲足直樹 下重稔(代) 小峰栄良 星野網男 菊地義久 川瀬 

直史 野地庄蔵 三浦達也(代) 吉田知友 立谷惣一 小林 勝 小貫浩義  

⑤議 案 

１． 商・協組議案 

・議案第１号  令和 6年度事業報告(案)及び決算見込みについて 

・議案第2号 令和 7年度事業計画（案）及び予算(案)について 

・議案第3号  理事の補選について 

2.油政連  

・議案第１号  令和 6年度事業報告(案)及び決算見込みについて 

・議案第2号 令和 7年度事業計画（案）及び予算(案)について 

・議案第3号 令和 7年度 第 27回参議院選挙候補者について 

（３）第２回監事会 

①開催日時  令和 7 年   11 月 27 日（木）  12：00～ 

②開催場所  福島石油会館  福島市黒岩字林の内 5 番地 

③理事数    ３２名   

④出席理事    ２１名   

⑤協議予定項目 

  (１)コンプライアンス委員会の設置・委員について 

    (2)暫定税率廃止法案・新税の創設問題について 

  (３)令和 8 年度概算要求について  

  (4)202６年度税制改正要望について 

  (5)石油増税反対総決起大会について 

（６）経営委員会報告 県内の市況、ダンピング入札について 

⑥報告事項 

(1)令和８年度県予算編成に対する要望事項 

(2)「いわき市ガソリン灯油等購入支援事業」について 
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(3)令和 8 年度概算要求（石油流通関係）について 

(4)令和 8 年度税制改正要望(案)について 

３．油政連三役会議 

（１）第１回 

〇開催日・日時・場所：令和７年４月２３日 11：00～ 福島石油会館 

〇主な議題：令和６度事業報告/決算報告/令和７度事業計画・予算案審議/役員の改選等 

（2）第 2 回 

   〇開催日時・場所 令和 7 年 7 月 17 日（木）  11：30～  福島石油会館 

〇主な議題 長野県第三者委員会報告、燃料激変緩和事業第 12フェーズ 

  （3）第3回 

   〇開催日時・場所 令和 7年１０月２8日（火）  １4：００～  福島石油会館 

   〇主な議題 上期決算・事業報告 

 （４）第４回 令和７年１１月２７日(木)11：00 福島石油会館 

   〇主な議題 役員の改選スケジュール・旧暫定税率の廃止について 

(５)第５回  

〇開催日時・場所 令和8年 2月 3日(火)12：00 福島石油会館 

〇主な議題 今後の執行体制について、令和 8年度石油流通関係当初予算、７年度補正予算、 

         第５１回衆議院議員選挙について 

(６) 第 6回 

〇開催日時・場所 令和8年 3月 24日(火)11：00 福島石油会館(火)11：00 福島石油会館 

〇主な議題 県石油組合（商協）令和７年度決算見込み・令和８年度予算案 

 

４．令和8年石油三団体新年賀詞交歓会 

  〇開催日時・場所 令和 8 年 1 月 27 日（火）  12：00～  ホテル福島グリ－ンパレス 

   参加人数 ６９名 国会議員、県議会議員、関係団体、理事、総代 

 

５.令和７年度第一回 福島県石油流通政策懇談会  （幹事会同日開催 ） 

   （1）開催日  令和 7 年 6 月 30 日  15:00～16:30 

（2）会場   杉妻会館  3 階百合 

（3）出席者（敬称略） 

[自民党県連] 

   幹事長 矢吹貢一、総務会長 佐藤雅裕、政務調査会長 鈴木 智、 自民事務局菊池 

  [全石連] 全国石油商業組合連合会  常務理事  坂井  信 

 [石油組合]理事長 中村謙信 副理事長 鈴木史昭 副理事長参事 小林 勝 理事（郡山支部長）

伊東雅文 総代 瀬戸秀典  監事（福島副支部長） 斎藤政喜 専務理事 小貫浩義 

事務局 佐藤利昌 

〈協議・意見交換〉 
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協議事項 1：「ダンピンク入札問題」「災害協定と官公需の一体化」の進捗について 

◇要望の概要は以下の三点 

① 「中小企業に関する国等の契約の方針」に鑑み、自治体は、石油製品の安定供給に対する認識を

深め、平時・災害時への石油製品の購入方法（随意契約）を検証・再構築すること。 

② 災害時のみ石油組合や地場 SS に供給を求める「災害協定における片務契約」を改めること。 

③ 競争入札をせざるを得ない場合は、災害時でも安定供給が可能となるよう「地域要件」や「災害

協定締結」を盛り込むこと。 

〇佐藤雅裕総務会長 

  県当局の動向としては、政府の中小企業の契約の方針については、令和 7 年 6 月 6 日付で商

工労働部から各部局、振興局、警察署等全部局に対して、 「地元中小企業の活用」を通達したと

の報告を受けている。また、同日、災害協定と官公需の、一体化、ダンピング入札については、地元

石油販売業者を活用するよう危機管理部長名で全部局に通達した。特に、災害時に避難所となる

「県立高校」については、地元事業者の供給が災害時には不可欠であることから、地元石油販売事

業者から購入するよう特に配慮するよう文書で通達した。引き続き、自民党としては、関係部局へ

の動きについてウオッチしていきたい。 

〇矢吹貢一幹事長 

  今までの意見交換から、災害時の石油製品の県外業者からの安定供給には大きな課題がある

ことを深く理解した。危機管理部に対しては、県立高校の「灯・重油」の災害時における安定供給

を、どのように考えているのか。また、今後、災害時に「灯・重油」の安定供給できる体制構築に向け

て、危機管理部に要請したいと考えている。しかし、今般の、危機管理部長名で県全部署に出され

た文書は、かなり重いものとなると理解している。秋以降の入札問題の解消に繋がるよう期待して

いる。 

 

６．令和８年度福島県予算要望聴取会・関係部局歴訪         

令和７年 9月 9日（火）開催の令和７度福島県予算要望聴取会において、中村理事長、油政連役員

から下記について要望した。その前段として、県関係部署を訪問し要望を行った。 

➤県庁関係部局巡廻        

14:00 ～ 14:30 税務課 課長 及川 宗郎氏 以下 3 名  税務課内 

14:30 ～ 14:55 危機管理部 課長 佐久間止揚氏 副主査 佐瀬郁馬 災害対策課案内北庁３F 

➤15:10 ～ 15:30 令和８年度 福島県予算編成各種団体要望聴取会  総務委員会室    

〇県議：高宮光利、渡辺康平、太田光秋、渡辺義信、山田平四郎、佐藤政隆、江花圭司、佐藤徹哉、 

江花圭司     

〇 県石商・協  油政連：   理事長 中村謙信   副会長松原行一  常任幹事（政策委員長） 池

嶋公二、参事 小林 勝   専務 小貫浩義 事務局長 佐藤利昌  主任 鎌田聖弘  8 名   

【要望項目・所管部局】 

Ⅰ．官公需適格組合の活用促進と災害協定と官公需の一体化についての要望（継続） 

【関係部課】：➀総務部財政課、➁出納局入札用度課、➂危機管理部災害対策課 

Ⅱ.軽油販売貸倒発生時の軽油引取税還付制度適用範囲の拡大について（継続） 

 【関係部課】：総務部税務課 

Ⅲ．中小企業対策の推進、SS 過疎地に対する支援（継続） 

【関係部課】：➀企画調整部 地域振興課 ➁危機管理部 災害対策課 
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Ⅳ.災害発生時の石油製品の供給維持に向けた取り組みに関する要望（継続/要予算措置） 

 【関係部課】：危機管理局 災害対策課 

7．ガソリン税・軽油引取税の旧暫定税率廃止問題に係る要望（２０２５年９月１０日） 

ガソリン税・軽油引取税の旧暫定税率廃止問題については、先の合意文書に基づき、与野党間で協議が

行われている。本件をめぐる現下の検討状況を踏まえ、全石連、油政連は、石油流通問題議員連盟 会長 逢

沢 一郎 先生、 ＳＳの新たな利活用をめざすPT座長 田中 和徳 先生 に対して次の通り要望した。 

【１】 旧暫定税率を廃止するにあたってはＳＳ現場の混乱回避策を講じるべき  

〇全石連は、長年、自動車ユーザーの負担軽減のため、課税根拠が失われたガソリン税・軽油引取税の

旧暫定税率の廃止を要望している  

〇旧暫定税率の廃止にあたっては、現行の定額引下げ補助金を活用しても大幅な価格変動（ガソリン１

５．１円/L、軽油引取税７．１円/Ｌ）となることから、買い控えや駆け込み客の殺到等によるＳＳ店頭やローリ

ー配送の混乱、資金繰り問題などが発生する懸念があることから、ＳＳ現場の混乱を回避するための対策

を講じるべき  

【２】 ガソリン税の旧暫定税率廃止をめぐる要望について ① ガソリン補助金の段階的引き下げ期間は十

分な間隔を確保した上で実施すべき  

〇ガソリンの旧暫定税率廃止について、野党法案では、現行のガソリン補助金を段階的に拡充し、現時点

で暫定上乗せ分との差額（１５．１円/L）を３段階（概ね１回あたり５円/L）に分けて引き下げを行うことが想

定されているところ  

〇一方、ＳＳ事業者の中には、引き下げ前の高値在庫を売り切るのに一定期間を要することから短期間

での引き下げはＳＳ（特に中小零細企業）の経営に打撃となるため、段階的引き下げ期間は長ければ長い

ほどよく、十分な間隔の確保を要望。特に最後の２５．１円分まで引き下げられた後、旧暫定税率廃止まで

の期間は長めに取って損失を被ることがないようにすべき。但し、その際は需要の大きい年末年始は避け

るべき  

② 消費者やＳＳ事業者への制度周知が重要であり、国による周知広報を徹底すべき 

〇暫定税率廃止については、消費者やＳＳ事業者等への制度周知が重要であり、十分な周知期間を確

保した上で、国による周知広報を徹底すべき  

〇特に、消費者が価格の低下を見込んで買い控えているときに、万一災害が発生した場合、大きな混乱

が生じることを懸念。買い控え防止や「ガソリン満タン運動」の周知など、災害時を想定した周知広報にも

十分配慮すべき  

【３】 軽油引取税の旧暫定税率廃止を巡る要望について  

① 軽油引取税の「特別徴収義務者交付金」の減収に伴う交付率の引き上げを要望  

〇軽油引取税の特別徴収義務者には、一般的な特別徴収事務と異なる特別の事情があることにかんが

み、通常必要とされる事務経費を超える経費の一部を補助する趣旨から、軽油引取税の特別徴収義務

者に対する交付金制度（※１）が認められているが、旧暫定税率廃止に伴い当該交付金が減収（▼120億

円）となる見込み（※２）  

（※１） 昭和４８年度に制度化。現行交付率は２．５％（平成２年１０月１日付：自治省税務局長通知：当時）  

（※２）２０２５年度軽油引取税収ベースで試算：現行２２５億円。暫定廃止後１０５億円 ⇒▼１２０億円減収見込み  
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〇特別徴収義務者（地方税法に基づき指定を受けた者）では、必要な人員を配置した上で特別徴収事務

を行っているが、特別徴収事務は税率が下がっても作業量やコスト負担は変わらないこと、さらには平成

２年から交付率は３５年間変わっておらず、この間の人件費はじめ労務費等の負担も増加していることか

ら、軽油引取税の「特別徴収義務者交付金」の減収に伴う交付率の引き上げを要望  

② その他 （【２】ガソリン税同様）  

〇軽油補助金についても、段階的引下げ期間の十分な間隔等により現場の混乱を回避すること、及び運

送事業者やＳＳ事業者等への国による周知広報を徹底すべき 

 

８．税制改正要望について  

 ２０２６年度税制改正要望では、ガソリン税・軽油引取税の当分の間税率（旧暫定税率）の廃止を求

めた要望項目を拡充して、ガソリンの旧暫定税率が廃止される際のＳＳ地下タンク等で所持している

ガソリン流通在庫分に係る手持ち品控除（還付）措置を追加で要望した。 

 また、２０２６年３月３１日に適用期限を迎える内航運送用船舶燃料や農林漁業用軽油等を対象とし

た地球温暖化対策税分に係る還付制度の延長も求めた。 

これらの要望実現に向け、２０２５年度も全石連、石油連盟との共催で１１月５日に東京・永田町の星

陵会館において『石油増税反対総決起大会』を開催した。大会には油政連県連、石油組合ならびに元

売各社から約３００名が結集し、石油増税反対およびＥＶ・ＦＣＶ等との課税公平性の実現、ＳＳネット

ワーク維持への支援を強く訴えた。出席された石油流通議連の逢沢一郎会長、自民党の小野寺五典

税制調査会会長、日本維新の会の梅村聡税制調査会会長はじめ来賓の与党国会議員６３名から賛

意が示された。 

こうした活動の結果、１２月１９日に決定した与党税制改正大綱では、異なる動力源間の税負担の

公平性の観点から、ＥＶ等に対しても車体課税において、応分の負担を求める方針が示された。まず、

自動車税および軽自動車税においては、２０２８年度以後に新車新規登録を受けた電気自動車（燃料

電池車を含む）の乗用車に対して、車両重量に応じた課税方式を導入することとされた。次に、自動

車重量税においては、令和１０年５月１日以後に受ける車検時から、電気自動車およびプラグインハイ

ブリッド自動車の乗用車に対して、車両重量に応じて一定の負担を求めることとされた。いずれも、そ

の仕組みや税率については令和９年度税制改正において決めることとなった。 

 また、内航運送用船舶燃料や農林漁業用軽油等を対象とする地球温暖化対策税分に係る還付制

度は、２０２９年３月３１日まで延長された。 

 

(１)令和 7 年度 石油増税反対総決起大会  

①これ以上、石油増税には絶対反対！ 

②自動車用エネルギーへの不公平な課税を許すな！ 

③これ以上ガソリンスタンドを減らすな！ 

④ 合成燃料の導入に向かって精販一体で取り組もう！ 

全石連と油政連は、石油連盟との三団体共催で、11 月 5 日 11：00 永田町の星陵会館において、

「石油増税反対総決起大会」が開催された。当県からは、中村謙信理事長、松原油政連副会長、根



油政連 

[１８] 

 

本克頼副理事長が参加した。終了後、全国の石油組合と油政連関係者が関係議員に精力的な陳情

活動を展開した。 

○総決起大会福島県出席議員：衆議）： 坂本竜太郎、根本拓 参議）：森まさこ 星北斗 各議員 

◎陳 情  ○陳情議員：（衆）坂本竜太郎、 根本 拓   （参）森まさこ、 星北斗議員 

 

(２)令和 8 年度税制改正要望 

１．これ以上の石油増税には絶対反対（炭素税等の新税の創設は絶対反対） 

○石油には、既に5.7兆円もの巨額の税負担が課せられており、石油諸税のこれ以上の増税や、炭

素税等の新税の創設には絶対反対 

２．地球温暖化対策税の引上げ（石油石炭税への上乗せ）には絶対反対 

○地球温暖化対策のための石油石炭税引き上げ（3 段階）効果の十分な検証が行われておらず、

地球温暖化対策税の引上げ（石油石炭税への上乗せ）には絶対反対 

３．電気自動車（ＥＶ）・水素・燃料電池自動車（ＦＣＶ）等との課税公平性の実現 

○自動車関係諸税は、自動車ユーザーの過重な負担になっているとともに、現行のガソリン車やデ

ィーゼル車にはガソリン税・軽油引取税が課されているが、ＥＶやＦＣＶ等についてはこうした税が

課されておらず不公平。ついては自動車ユーザーの負担軽減を図るとともに課税公平性の確保

など抜本見直しを速やかに図るべき 

４．ガソリン税・軽油引取税の当分の間税率（旧暫定税率）の廃止及びガソリン流通在庫に係る手持

ち品控除（還付）措置の実施 【拡充】 

○ガソリン税・軽油引取税の当分の間税率は課税根拠が失われており廃止すべき 

○ガソリン税に係る当分の間税率（旧暫定税率）廃止の際には、ＳＳ地下タンク等で所持しているガ

ソリン流通在庫分に係る手持ち品控除（還付）措置を講じるべき 

５．内航運送用船舶燃料等を対象とする地球温暖化対策税分に係る還付制度の延長 

○内航運送用船舶燃料や農林漁業用軽油等を対象とする地球温暖化対策税分に係る還付制度を

延長すべき（2026 年 3 月 31 日で適用期限終了） 

６．ガソリン税に係る消費税の上乗せ課税（タックス・オン・タックス）の廃止 

○石油税制の抜本的見直しを行い、とりわけ、国民・消費者の理解が得がたいガソリン税に係る消

費税のタックス・オン・タックスは廃止すべき 

７．バイオディーゼル燃料に係る軽油引取税の課税免除措置の創設 【新規】 

○現在、ガソリンに含まれるバイオエタノール分についてはガソリン税の課税免除措置が講じられて

いるが、軽油については、植物由来の廃食油等から製造されたバイオディーゼル分を含めその全

量が軽油引取税の課税対象となっている。 

○ついては、バイオディーゼルを混和して製造された軽油に含まれる当該バイオディーゼル分につ

いてはガソリン税同様、軽油引取税の課税免除措置を創設すべき 

８．中小企業関係税制 

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 

(2)ＬＬＰに対する現物出資時の簿価譲渡を可能とする制度の創設 

(3)償却資産に対する固定資産税の廃止 

(4)外形標準課税の中小企業への適用拡大には断固反対等 

（これ以上の中小企業向け租税特別措置の適用縮減については反対） 

 

9．令和８年度政府予算要望聴取会及び大臣陳情 

    令和 7 年 12 月 4 日 1１：00 自民党本部大会議室  

    出席者：自民党幹事長・政調会長等自民党幹部及び 

福島県選出国会議員、県会議員 

 

山田賢司経産省

副大臣に陳情書

を渡す松原油政

連副会長 



油政連 

[１９] 

 

         福島県各種団体等 

    組合出席者：松原行一(油政会長代理)、小林勝 

    陳情先：経産・財務大臣、副大臣、政務官、事務次官等 

10. ２０２５年度 全国油政連会議等開催 

月 日 会 議 内 容 場 所 

４月９日 

自民党・石油流通問題議員連盟 ＳＳの新たな利活用をめざすプロジェ

クトチーム（田中和徳座長。以下ＰＴ）（第２４回）開催 

全石連からの提言を受け、独占禁止法上の不当廉売規定における影響

要件の取り扱いなど、不当廉売の実効性確保について議論した。また、

ＳＳ過疎地問題について、全石連からの現状の取り組みと今後の課題・

問題点に関する指摘を踏まえ、ＳＳ過疎地となっている自治体への啓発

活動の強化に加え、自治体・国・石油業界の三位一体の連携強化による

対応策の強化を確認した。 

衆議院 

第二 

議員会館 

４月２４日 

経済産業大臣への要望 

自民党石油流通問題議員連盟の逢沢一郎会長、田中和徳会長代行、

全石連の森洋会長は、経済産業省の武藤容治大臣（当時）を訪ね、５月

２２日から開始するガソリン等の燃料油価格定額引き下げ措置につい

て、制度内容が消費者に正確に伝わるよう、情報提供や周知徹底を要

請した。 

経済産業省 

５月１３日 

油政連理事会開催 

２０２４年度事業報告案、収支予算案などについて審議が行われ、原案

通り了承されたほか、７月に行われる参議院議員選挙への対応につい

て確認した。 

ビジョン 

センター赤坂 

会議室 

〃 

自民党・石油流通問題議員連盟 ＳＳの新たな利活用をめざすＰＴ（第２

５回）開催 

５月２２日に開催予定の議連総会に上程する取りまとめ骨子案などにつ

いて議論。①『新しい枠組み』の実現に向けた今後の進め方②地方議会

等との連携強化③ＳＳ業界に対する特別支援要望④燃料油価格定額引

下げ措置⑤災害協定と官公需の一体化の推進等８項目の課題の進捗

と今後の検討の方向性について論点を整理し、総会に議連取りまとめ

を上程し、９月から再開予定のＰＴで、『新しい枠組み』についての具体

策を検討していくこととした。 

衆議院 

第二 

議員会館 

５月２２日 

自民党・石油流通問題議員連盟 総会開催 

ＳＳの新たな利活用をめざすプロジェクトチームで議論を重ねてきたＳＳ

ネットワークの維持・強化を図る『新しい枠組み』の実現を目指す「課題

の進捗状況と今後の検討の方向性」を取りまとめた。災害協定と官公需

の一体化で一定の成果を上げる一方、大手流通業など大規模ＳＳの出

店攻勢やガソリン廉売の拡大により、ＳＳネットワークが崩壊の危機に直

面する中、立法措置も視野に入れた『新しい枠組み』の実現に向け、資

源エネルギー庁と公正取引委員会に対し、有識者等を交えた取り得る

施策の検討を申し入れた。９月以降に開催予定のＰＴで具体策を検討し

ていくことを決めた。 

衆議院 

第二 

議員会館 

６月１０日 

 

経済産業大臣へ要請 

自民党石油流通問題議員連盟の逢沢一郎会長ら役員が経済産業省に

武藤容治大臣（当時）を訪ね、平時・災害時を問わずエネルギー供給の

“最後の砦”となるＳＳネットワークの維持強化に向けた、ＳＳ業界支援の

ための予算・税制・政策要望を盛り込んだ『ユニバーサルサービス確保

のためのＳＳネットワーク支援要望』を手交し、その実現を強く訴えた。 

経済産業省 

2013年 7月 18日現在 
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逢沢会長のほか、田中和徳会長代行、山際大志郎事務局長、中村裕之

事務局次長、北村経夫事務局次長、長谷川淳二常任幹事、今枝宗一郎

議員が出席した。 

６月１７日 

 

財務大臣へ要請 

自民党石油流通問題議員連盟の逢沢一郎会長ら役員が財務省に加藤

勝信大臣（当時）を訪ね、ＳＳネットワークの維持強化に向けた、ＳＳ業界

支援のための予算・税制・政策要望を盛り込んだ『ユニバーサルサービ

ス確保のためのＳＳネットワーク支援要望』を手交し、その実現を強く訴

えた。 

逢沢会長のほか、田中和徳会長代行、山際大志郎事務局長、中村裕之

事務局次長、北村経夫事務局次長が出席した。 

財務省 

６月１８日 ２０２４年度油政連下期監事会開催 石油会館 

６月２０日 

 

自民党小野寺政調会長へ要請 

自民党石油流通問題議員連盟の逢沢会長ら役員が自民党本部に小野

寺政調会長（当時）を訪ね、ＳＳネットワークの維持強化に向けた、ＳＳ業

界支援のための予算・税制・政策要望を盛り込んだ『ユニバーサルサー

ビス確保のためのＳＳネットワーク支援要望』を手交し、その実現を強く

訴えた。 

逢沢会長のほか、田中和徳会長代行、山際大志郎事務局長、中村裕之

事務局次長、太田房江副幹事長（当時）、上月良祐常任幹事が出席し

た。 

自民党本部 

６月２６日 

油政連通常総会開催 

石油会館において２０２５年度通常総会を開催。４７都道府県の油政連

会長らが参集し、今年度運動方針ならびに収支予算など上程した全議

案を満場一致で承認した。また、７月に控えた参議院議員選挙において

は、公職選挙法に則り公正な支援活動に努めることを確認し合った。 

石油会館 

７月１０日 

油政連緊急正副会長会議 

７月２０日投開票の参議院議員選挙に向けて緊急の正副会長会議を開

催。選挙の情勢を共有するとともに、公選法に則り、さらに精力的な支

援に励むことを確認し合った。自民党・石油流通問題議員連盟より田中

和徳会長代行、山際大志郎事務局長が出席した。 

石油会館 

７月２０日 

第２７回参議院議員選挙 投開票 

自民党・公明党合わせた獲得議席数は４７議席と過半数を割る結果とな

る。自民党・石油流通問題議員連盟所属の候補者のうち１４名が当選を

果たしたが、６名が議席を失う結果となった。 

 

８月２９日 

令和８年度予算概算要求決定 

経済産業省が、石油流通関係予算では６９．４億円の要求となる令和８

（２０２６）年度予算概算要求を決定した。ＳＳの災害対応能力強化に係

る設備支援に加え、離島や過疎地域などでの燃料供給体制の維持・強

化のための予算が計上された。 

経済産業省 

９月１０日 

自民党・石油流通問題議員連盟 ＳＳの新たな利活用をめざすＰＴ（第２

６回）開催 

全石連・油政連より、旧暫定税率廃止問題について、ＳＳ現場の混乱回

避策を講じること等を求めるとともに、災害協定と官公需の一体化の進

捗状況などを報告した。また、「新しい枠組み」について論点を整理し、

次回会合にて関係省庁からの報告を受けることとした。 

衆議院 

第一 

議員会館 

１０月７日 

油政連理事会開催 

２０２６年度税制改正要望内容を了承するとともに、石油増税反対総決

起大会の開催について確認した。 

ビジョン 

センター赤坂 

会議室 

〃 
自民党・石油流通問題議員連盟 ＳＳの新たな利活用をめざすＰＴ（第２

７回）開催 

衆議院 

第二 
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全石連・油政連より、旧暫定税率廃止に向けた補助金の段階的な引き

上げについて十分な間隔を確保することや政府広報による周知徹底を

要望。資源エネルギー庁および公正取引委員会からは、「新しい枠組

み」の実現に向けた施策の検討結果が報告された。 

議員会館 

１０月２４日 

自民党、日本維新の会、公明党によるガソリン暫定税率廃止に向けた業

界ヒアリング 

全石連の森洋会長を招き、ガソリンの旧暫定税率廃止に向けた業界ヒ

アリングを３党で実施。自民党の小野寺五典税制調査会長から、２週間

ごとに５円ずつ補助金を積み増していく方針が示された。応じた森全石

連会長からは、在庫の回転率が低い中小ＳＳに負担が生じる可能性が

高いが、物価高騰に苦しむ消費者のため、石油販売業界として与党方

針に沿い最大限努力する考えが示された。 

衆議院 

第二 

議員会館 

１１月５日 

石油増税反対・総決起大会 開催 

星陵会館において、石油増税反対総決起大会を開催。石油業界から約

４００人が出席。６３名の国会議員が来場した。自民党石油流通問題議

員連盟の逢沢一郎会長をはじめ、自民党の小野寺五典税制調査会会

長、日本維新の会の梅村聡税制調査会会長が立ち会い、ＳＳ網の維持

やＥＶ等との課税公平性実現等を訴えた。主催者を代表して森洋全石

連会長があいさつし、西克司石油連盟副会長と喜多村利秀全石連副会

長が意見開陳を行い、西尾恒太油政連会長が読み上げた大会決議を

満場一致で採択。三原英人全石連副会長の発声でシュプレヒコールを

上げた。また、大会後は参加者が各地元選出国会議員を歴訪して個別

に陳情を行った。 

星陵会館 

１１月２８日 

２０２５（令和７）年度補正予算案１９０億円が閣議決定 

石油流通関係予算では、『ＳＳネットワーク維持・強化支援事業費補助

金』で総額１６０億円を措置することに加えて、旧暫定税率の廃止に伴い

影響を受けるＳＳへの資金繰り対策として、３０億円が措置された。 

政府 

１２月１０日 

自民党・石油流通問題議員連盟 ＳＳの新たな利活用をめざすＰＴ（第２

８回）開催 

全石連・油政連より、軽油の旧暫定税率廃止に伴い軽油引取税交付金

の交付率を引き上げるよう要望するとともに、輸入玉による競争の不均

衡について議論された。 

参議院 

議員会館 

１２月１９日 

２０２６（令和８）年度与党税制改正大綱 決定 

自民党と日本維新の会は２０２６年度与党税制改正大綱を決定。ＥＶ等

に対して重量に応じた車体課税を導入することとした。また、延長要望

をしていた内航運送用船舶燃料等を対象とする地球温暖化対策税分に

係る還付制度の延長が行われた。 

自民党本部 

ほか 

１２月２６日 

２０２６（令和８）年度当初予算案が閣議決定 

政府は、２０２６年度予算案を閣議決定した。石油流通関係予算案額は

６５．５億円であり、今後、国会審議等を経て確定する。 

政府 

〃 

総務省自治税務局都道府県税課自動車税制企画室は１２月２６日、各

都道府県税務主管課に対し、軽油引取税の旧暫定税率廃止に伴う特

別徴収義務者に対する交付金の取扱いについて、２０２６年度の交付金

に係る経費は４・９％に相当する金額を前提に地方財政措置を講ずると

通達し、交付金の交付率の決定の参考にするとともに、適切に対応する

ように伝えた。 

総務省 

１月１９日 ２０２５年度上期監事会開催 石油会館 

１月２１日 

油政連緊急正副会長会議 

２月８日投開票の衆議院議員選挙に向けて緊急の理事会正副会長会

議を開催。公選法に則り、さらに精力的な支援に励むことを確認し合っ

た。 

石油会館 

リモート 
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１月２７日 第５１回衆議院議員選挙公示日  

２月８日 

第５１回衆議院議員選挙投開票 

自民党は結党以来最多となる３１６議席を獲得。自民党は昨年７月の参

議院議員選挙で過半数割れとなったため議会運営面では盤石とはいえ

ないものの、衆議院で３分の２を超える勢力を得た。 

 

３月５日 

自民党・石油流通問題議員連盟 ＳＳの新たな利活用をめざすＰＴ（第２

９回）開催 

軽油引取税の旧暫定税率廃止をめぐる諸課題について、 

② 「新たな地域燃料流通に関する研究会」について 

③ 「新しい枠組み」の今後の進め方について 

議員会館 

３月１８日 

油政連理事会開催 

２０２６年度運動方針案、収支予算案などについて審議が行われ、原案

通り了承されたほか、６月に行われる通常総会における役員改選方法

について確認が行われた。 

石油会館 

リモート 

 

11．役員に関する事項 

 （１）役員の一部変更（事由：社内異動に伴う幹事の交代） 

新  三浦達也 氏 カメイ㈱いわき支店 支店長 ENEOS 

旧 木村昭義 氏 カメイ㈱いわき支店 支店長 ENEOS 

※任期：前任者の残任期間（2025 年 5 月～2026 年 5 月末まで。 

（２）幹事の氏名及び職制上の地位、担当 

◇幹事 

支 部 
定

数 
氏 名 社   名 役 職 系列 備考 

福 島 3 

鈴 木 史 昭 ㈱ 鈴 木 石 油 商 会 社 長 出  光   

倉 島 卓 史 ㈱ ク ラ シ マ 社 長 ENEOS   

西 形 吉 和 ㈱ 西 形 商 店 社 長 ENEOS  

伊 達 1 佐 藤 晃 司 ㈱ 富 士 屋 商 店 社 長 ENEOS   

伊 達 川 西 1 岡 田 盛 雄 ㈲ オ カ ダ 石 油 ガ ス 社 長 ENEOS   

安 達 1 小 沼 利 夫 ㈱福島オイルサービス 取締役部長 ENEOS   

本 宮 1 三 瓶  司 ㈲ 武 田 産 業 相談役 コ ス モ   

郡 山 4 

鈴 木  實 佐 藤 燃 料 ㈱ 相談役 出  光   

根 本 一 男 根 本 石 油 ㈱ 会 長 ENEOS   

伊 東 雅 文 伊 東 石 油 ㈱ 社 長 ENEOS   

鷲 足 直 樹 カ メ イ ㈱ 福 島 支 店 支店長 ENEOS   

須 賀 川 1 橋 本 直 子 須 賀 川 瓦 斯 ㈱ 社 長 Ｍ  Ｃ   

西 白 河 1 池 嶋 公 二 白 河 商 事 ㈱ 専 務 出  光   

東 白 川 1 小 峰 栄 良 岩 下 商 店 社 長 Ｐ  Ｂ   

石 川 1 岡 部 弘 一 ㈲ 岡 部 商 店 社 長 ENEOS   

田 村 1 佐 々 木 俊 雄 ㈲ 佐 々 木 商 店 社 長 ENEOS   

会 津 若 松 2 中 村 謙 信 会 津 日 石 販 売 ㈱ 社 長 ENEOS   
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星 野 綱 男 ㈲山田八太郎商店 専  務 コ ス モ   

会津猪苗代 1 遠 藤 義 幸 ㈲ 遠 藤 商 店 社  長 出  光   

会津喜多方 1 遠 藤 雄 司 ㈲エンドウ石油販売 社  長 コ ス モ   

会 津 両 沼 1 広 田 昌 二 郎 ㈲ 江 戸 屋 燃 料 店 社  長 ENEOS   

南 会 津 1 菊 地 義 久 ㈱ 菊 地 商 会 社  長 コ ス モ   

い わ き 3 

松 原 行 一 （ 資 ） 松 原 商 店 社  長 ENEOS   

根 本 克 頼 根 本 通 商 （ 株 ） 社  長 コ ス モ   

川 瀬 直 史 関 彰 商 事 ㈱ 支 店 長 ENEOS   

双 葉 1 吉 田 知 成 ㈱ 伊 達 屋 社  長 コ ス モ  

相 馬 1 立 谷 惣 一 ㈲ 立 谷 商 会 社  長 ENEOS   

南 相 馬 1 野 地 庄 蔵 ㈱ 野 地 商 会 社  長 ENEOS   

農 林 漁 業 1 三 浦 達 也 カメイ㈱いわき支店 支 店 長 ENEOS  

青 年 部 1 白 石  潔 東 白 商 事 ㈱ 社  長 出  光   

員  外 
2 

小 林  勝 県 石 油 商 ・ 協 組 合 副理事長参事  本 部   

 同 小 貫 浩 義 県 石 油 商 ・ 協 組 合 専 務 理 事  本 部   

計 32           

 

◆幹事 

支 部 氏 名 社 名 役 職 系 列 

福 島 齋 藤 政 喜 ㈲ 齋 藤 正 松 商 店 社 長 コ ス モ 

田 村 宗 像  美 ㈲ 宗 像 清 商 店 社 長 出 光 

い わ き 丸 山  孝 ㈱ 共 栄 商 事 会 長 E N E O S 

 

◆油政連三役 

役職 支部 氏 名 社 名 役職 系列 備考 

会 長 福  島 樋 口  幸 一 （ 株 ） 樋 口 商 店 社 長 出 光  

副 会 長 い わ き 松 原  行 一 ( 資 ) 松 原 商 店 社 長 E N E O S  

常 任 幹 事 西 白 河 池 嶋  公 二 白 河 商 事 ( 株 ) 専 務 出  光  

 

◆顧問                                            

役職 支部 氏 名 社名 役職 系列 

顧  問 福  島 西 形  健 吉 ㈱ 西 形 商 店 会 長 E N E O S 

顧  問 双  葉 吉 田  俊 秀 ㈱ 伊 達 屋 会 長 コ ス モ 

相 談 役 郡  山 鈴 木   實 佐 藤 燃 料 ㈱ 相談役 出  光 

 

１2.令和７年度 国政選挙結果 

（１）第 27 回参議院議員選挙 

7 月 3 日公示、7 月 20 日投開票で第 27 回参議院議員選挙が行われた、本県からは、現職の
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森まさこ候補と比例区からは佐藤正久氏が立候補。結果、劣勢が伝えられていた自民党であった

が、自民党の森まさこ氏が 4 期目の当選を果たした。しかし、比例代表候補の佐藤正久氏が残念

ながら、落選となった。また、全国油政連・石油連盟が全国比例区で推薦していた現職の和田政宗

候補も落選となった。 

 

 

 

(２)自民党総裁選挙 

石破茂総裁の辞任を受けて、期日までに茂木敏充氏、小泉進次郎氏、林芳正氏、小林鷹之氏、

高市早苗氏の 5 名が立候補し、9 月 22 日告示、10 月 4 日投票 

の日程で党員を含むフルスペックで総裁選挙が行われた。 
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その結果、多くの保守層の党員票を集めた高市早苗氏が選出され、 

第 29 代総裁に就任した。 

 

◆自民党役員人事 

・総裁 高市 早苗 

・副総裁 麻生 太郎 

・幹事長 鈴木 俊一 、総務会長 有村 治子、政務調査会長 小林 鷹之、国対委員長 横山弘

志、選挙対策委員長 古屋 圭司 

（３）憲政史上初、女性内閣総理大臣の誕生（臨時国会 10/21） 

１０月２１日、臨時国会が召集され、首班指名選挙が行われた。その結果、高市早苗氏が女性初と

なる第１０代内閣総理大臣に選出された。１０月１０日、２６年間に亘る公明党の連立離脱から、僅

か１０日余りで連立の枠組みを変更し、日本維新の会と議員定数削減１割実現など１２項目の政策

協議を経て、連立政権合意(10 月 20 日)に至り実現した。 

◆内閣人事（第一次高市内閣） 

 

(４)第５１回衆議院議員選挙 

２０２６年１月２３日召集の臨時国会において高市首相は、解散を宣言、１月２７日公示、２月８日投

票で第５１回総選挙に突入した。 

本県からは、１区西山尚利、２区根本拓、３区上杉謙太郎、４区坂本竜太郎が立候補した。 

当油政連では、自民党公認の４候補に推薦状を出し、支援することとした。 

なお、比例東北から元職の菅家一郎氏が立候補した。 

◇開票結果 

 福島選挙区全て下記の通り当選。比例東北の菅家氏も当選 

〇福島選挙区当選者：１区西山尚利、２区根本拓、３区上杉謙太郎、４区坂本竜太郎 

初入閣 
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●比例東北当選者：菅家一郎 

なお、与党自民党は、３１６議席を単独で 2/3 を超える歴史的勝利を得た。また、連立相手である

維新の会は 3６議席。無所属会派３議席、計３５２議席を獲得。戦後最大数となった。 

 
 

◆内閣人事   第二次高市内閣 全員再任 
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議案第２号 

 

 

令和７年度 収支決算書 
(令和７年４月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日) 

 

福島県石油政治連盟 

 

(収入の部)                                             （単位：円） 

科  目 令和 7 年度予算 令和 7 年度決算 比較増減 摘要 

１ 前期繰越 484,576 484,576 0  

２ 会報購読費収入 2,100,000 2,248,500 148,500  

 (１)会報購読 2,050,000 2,037,000 ▲ 13,000 1 口 4,200 円 

 (２)その他の収入 50,000 211,500 161,500 
組織強化交付金、 

旅費弁償 

3 雑収入 100,000 655,940 555,940 
県連特別交付金・ 

利息 

４ 会費収入 500,000 530,000 30,000 賀詞交歓会費 

合  計 3,184,576 3,919,016 734,440  

 

 

 

(支出の部) 

科  目 令和 7 年度予算 令和 7 年度決算 比較増減 摘要 

１ 事業費 3,164,576 3,273,579 89,003  

 (１)組織活動費 1,350,000 1,362,944 12,944 
会議費・会費・

出張旅費等 

 (２)選挙関係費 200,000 300,000 100,000  

 (３)寄付交付金 100,000 100,000 0 県内政治団体 

 (４)関係団体交付金 1,364,000 1,364,000 0 全国油政連会費 

 (５)雑 費 170,576 146,635 ▲ 23,94１ 事務経費 

合  計 3,184,576 3,273,579 89,003  

 

収入決算額       3,919,016 円 

支出決算額       3,273,579 円 

差引残高          645,437 円(次年度繰越額) 
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議案第３号 

令和 8 年度事業計画（案） 

福島県石油政治連盟 

Ⅰ基本方針 

１．令和 8 年度（２０２6）の我国の政治・経済動向展望 

2025 年は、高市早苗氏が日本初の女性首相となり、日本政治史の大きな転換点を迎えた。

高市早苗総理は、「責任ある積極財政」を掲げ 21 兆 3 千億円規模の新たな「総合経済対策」を

打ち出した。しかし、中東情勢の混乱に収束の目途が立たず原油価格が 100～120 ドル/バレル

あたりで高止まりすれば、物価の上振れが個人消費の下押しにつながるとみられることや、日本の

消費者物価指数伸び率の上方修正を余儀なくされ、実質賃金が前年比マイナスに転じ、個人消費

の回復も落ち込む可能性もある。また、世界的には緩やかなインフレと金融緩和を背景に堅調な

成長が見込まれる一方、日本では賃上げと物価高のバランス、および米国の通商政策（トランプ関

税など）の影響を注視する局面となる。 また、物流の混乱や資源供給の不安定化が続けば、第三

国からの部材供給寸断など、サプライチェーンの目詰まりを通じて、企業活動に対する制約が大き

くなる懸念もある。IMF によればペルシャ湾岸の港が仮に 90 日稼働停止した場合、日本の生産

は▲0.8%ポイント下押しされるという。日本の石油備蓄は相対的に高水準(２５４日分)にあるが、

ナフサなどの関連部材の在庫は必ずしも潤沢で はなく、日本の生産活動への下押し影響は 1～2 

カ月以内にも顕在化するおそれがあるという。 企業にとってはエネルギー価格や物流費の上振れ

がコスト構造を通じて収益を圧迫する可能性があるほか、 資源調達や部材供給の不安定化が生

産活動に直接影響を及ぼすこととなる。当面は、中東情勢の動向とそれに伴う資源価格・物流の

変化が日本経済の先行きにとって大きな不確実要因となる。 

 

２． 国家備蓄の放出と激変緩和措置の再開 

政府は今般のイラン情勢を受け、２０２６年３月１６日から民間備蓄が１５日分、国家備蓄が一ケ 

月分放出された。また、原油価格高騰による石油製品価格の高騰を抑制するため、３月１９日(木)

より燃料油(ガソリン、軽油、灯油、重油)に対し「緊急的激変緩和措置」を行うこととした。具体的

には、現在の燃料油補助金の基金残高を活用しガソリンについては、全国平均価格が、１７０円程

度を超える見込みとなった場合には、その水準を超えないよう、１７０円を超える部分について１０/

１０の補助をし、他油種(軽油、灯油、重油)についてはガソリンと同額の補助を行うものである。 

基金 2,800 億円に加え２０２５年度予備費から８０００億円を追加し約一兆円で運用する。 

油政連としては、政府の中東情勢の動向やそれを受けた原油価格の水準を見極めながら、事態が

長期化した場合には、価格抑制策にとどまらず金融支援の追加など支援の在り方を柔軟に検討す

るよう必要に応じて要請していく。 

３．災害協定と官公需の一体化問題について＝「自民党県連石油流通政策懇談会」 

「災害協定と官公需の一体化問題」や「ダンピング入札問題」、「ＳＳ過疎地問題」など石油流通

に係る課題について地方自治体などとの意思疎通が求められる中、昨年も、佐藤雅裕県議（総務

会長・油政連顧問）の尽力により、「自民党福島県連石油流通政策懇談会」を開催した。 

本年度も当油政連は、「自民党福島県連石油流通政策懇談会」の更なる連携強化により、本件の
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喘鳴解決に向けて本懇談会を開催する。 

○開催予定 全体会（6 月） 1 回   幹事会（9 月・１月）2 回 

○自民党福島県連石油流通政策懇談会 全体会 6 月中  

4．「ＧＸ経済移行債」の活用を含むＳＳの経営継続と経営革新に資する諸施策の実現  

政府は、2023 年度から総額 20 兆円規模の「GX 経済移行債」を発行した。このことから油

政連は、全石連および石油連盟とともに、償還財源として成長志向型カーボンプライシング（28

年度からの「炭素に対する賦課金」）について、「石油業界を悪者にする安易な石油課税である

なら賛同できない」との立場を堅持しつつ、「モビリティーの方向性として EV 一辺倒ではなく多

様な選択肢が示すことが重要であることを指摘。HV や合成燃料も推進すべきであり、CN への

過渡期において、政府には既存の SS ネットワークが毀損しないように目配せする責任があるこ

とを指摘、特別支援に結び付けるようより強く要望を継続する。 

5．ＳＳ業界に対する特別支援の実現活動  

全石連は、脱化石燃料下にあって１0 年間で 6 千億円という数字を掲げて、「ＳＳネットワーク

維持に向けての予算」を獲得していきたいと考えている。（2026 年も補正・当初合計 190 億円

の予算を獲得）多発する自然災害にあっては、SS は、災害時における燃料供給の"最後の砦"と

して、石油製品の安定供給という重要な役割を担っていただく必要がある。そのためにＳＳの災

害対応能力の強化や経営多角化に向けた支援を継続すべく必要な予算をしっかりと確保してい

くため、自民党の石油流通議連はじめ関係機関に強く要望してく。 

6．公正競争の確立【「新しい枠組み（法制化）」による国の強力な支援強化】 

油政連としては、当局に対し、改定「ガソリン不当廉売ガイドライン」の検証および実効性確保

を要望していくが、中小 SS と大規模事業者を同一の基準（価格要件等）で規制する現行の独

禁法では中小 SS の経営を継続させることは限界がある。また、価格要件前提の競争政策だけ

では抜本的な解決とはならず「影響要件重視」の「新しい枠組みの政策（法制化）」が必要とな

る。よって、地域に不可欠なＳＳネットワークを維持するための 「新しい枠組み」（法制化）」による

国の強力な支援強化を求めていく。 

■（自民党石油流通議連議連との協議事項） 

① 競争政策（不当廉売規制） 

【1】 現行独禁法の限界（問題意識） 

人口減少等により市場が縮小していく中で、中小ＳＳと大規模事業者を同一の基準（価格

要件等）で規制する現行の独禁法体系では、中小ＳＳの経営を継続させることには限界 

（企業努力では限界、事業継続困難化による市場からの撤退） 

◆ また、価格要件前提の競争政策だけでは抜本的解決にはならず、影響要件重視の「新し

い枠組み」による政策（法制化）が必要 

（②エネルギー政策（防災・地域のインフラ拠点）とも関連） 

【2】 不当廉売規制の抑止力強化 

◆ 不当廉売規制の抑止力を強化する取組として、例えば、① 警告と注意の間に、複数回

の注意を受けた事業者に対する「指導」（仮称）の措置を導入すべき② 「指導」を受けた

事業者は、次に注意を受けたときは「警告」とするなど、不当廉売規制の実効性の向上を

図るべき。 

② エネルギー政策（防災・地域のインフラ拠点） 

【1】 令和 6 年能登半島地震で、改めて、石油の重要性が再認識 
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  ◆ＳＳの災害対応能力の強化（予算）に加えて、中小ＳＳを核とするＳＳネットワークの維持強

化のための施策を法制化により促進 

【2】 品確法の登録の取消し要件に不公正な取引を追加 （酒税法等を参考に法制化） 

①  影響要件を重視した「公正な取引の基準」を制定 

②  「公正な取引の基準に関する命令」に違反した場合等を登録の取消し要件に追加 

【3】 「地域燃料供給安定化計画」の策定 （法制化） 

◆ ＳＳ過疎地等において、将来にわたって燃料供給の確保を図り、地域経済や地域住民の

生活維持に資するため、首長が「地域燃料供給安定化計画」（仮称）を策定し、①地域ＳＳ

企業の経営統合や合併等に関する協定の締結や②輪番制（営業日・休日）等の協議につ

いては、独禁法適用除外とすることができる仕組みを措置 

【４】 大規模ＳＳの出店の事前規制 （法制化） 

◆ 大規模ＳＳの出店により中小ＳＳが減少すると災害時に地域の燃料供給の確保に支障が

出る懸念があることから、供給リスクを最小化するために、分散配置型のＳＳネットワーク

を維持できる仕組みの検討 

・例えば、大規模 SS の出店の際、周辺 SS への影響等を踏まえ、SS が新規開店の際に

設置する計量器の数を許可制とすること等 

③ 中小企業政策（賃上げ・価格転嫁・人手不足） 

【1】 賃上げはコストではなく、将来に向けた「投資」 

◆ 人口減少社会においては、「安いことが善」という意識を消費者、経営者も抜本的に捨て

去り、生産性の上昇とマージンの確保を進めることが必要。政府も、地方・中堅・中小企

業を含めた持続的賃上げを目指している 

◆ 賃上げの原資は市場に求めざるを得ず、2024 年以降も賃上げを継続していくために

は、石油業界の精販が一体となって、不毛な廉売競争をやめ、マージン２０％運動の徹底

を図り、再投資可能な適正利益を確保すべき 

◆ 行き過ぎた円安の是正など、国は「物価上昇を上回る賃上げ」の実現に向け、「コストカ

ット型経済」からの変革を進めるべき 

【2】 価格転嫁を下支えするためにも、労務費を「不当廉売の判断基準」の中に明確に位置付

けるべき（不当廉売ガイドラインの改定） 

◆ 『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』（内閣官房・公正取引委員会）

によると、労務費の転嫁状況は 3 割。 

◆ 不当廉売 GL を改定し、労務費を「商品を供給しなければ発生しない費用」（＝法定不

当廉売の判断基準）として明確に位置付けることにより、労務費の価格転嫁を後押しす

べき 

【3】 人手不足対策（外国人材の活用） 

◆ 高齢者や女性の活用等含めた国内人材確保のための取組や生産性向上を一層推進す

るとともに、それらを行ってもなお人材の確保が困難な状況にある石油販売業を「特定技

能」業種に追加する等 

④ 予算・税制（ＳＳ支援・CN 対応） 

【1】 ＳＳ業界の事業再構築・経営力強化等支援の強化 （10 年間で 6,000 億円） 

◆ CN 社会においても、災害対応や過疎地等における燃料供給の安定的確保を図るため

には、ＳＳネットワークの維持強化に資する予算措置は継続して講じるべき （参考）Ｒ４年

度：260 億円、Ｒ５年度：252.2 億円、Ｒ６年度：193.5 億円 3 年間で 705.7 億円 

（具体例）災害対策：被災者に対する石油製品の無償支援、SS・油槽所の配送機能の強化  

過疎対策：公設民営やクラウドファンディング等による給油拠点の確保対策への支援 

【2】 石油関係税制のあり方 

① ＥＶとガソリン車・ディーゼル車との課税公平性の実現を図るべき 

【３】イラン情勢に伴う燃料油高騰対策 

① 国内備蓄の継続的放出 再開激変緩和措置の適正な運用 
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7．バイオ燃料・合成燃料の早期商用化の実現 

第 7 次エネルギー基本計画に基づくバイオ燃料・合成燃料について。 

【バイオ燃料】 

バイオ燃料は植物、廃食油や廃棄物から製造され、原料の植物等が、成長過程で大気中のＣＯ

２を吸収するため、化石燃料と比べ低炭素な燃料である。今後、次世代バイオ原料の国産化に

向けた技術開発に関する取組を進めるとともに、次世代バイオ原料の資源国との連携を深め、

サプライチェーンの構築・強化を進める。 

自動車分野では、制度等の必要な環境を整備しながら、２０５０年のカーボンニュートラル実現

に向けて、２０３０年度までに一部地域でガソリンへの直接混合も含めたバイオエタノール導入拡

大により、 最大濃度１０％の低炭素ガソリン供給開始を目指す。また、対応車両の普及状況やサ

プライチェーンの対策状況等を見極めて地域や規模拡大を図り、２０４０年度から最大濃度２０％

の低炭素ガソリン供給開始を追求する。 自動車・船舶・鉄道・建設機械等の分野で幅広く使用さ

れる軽油に対しては、原料供給制約があることも踏まえた上で、バイオディーゼルの導入を推進

する。  

【合成燃料】 

合成燃料は既存の内燃機関や燃料インフラが活用できること、化石燃料と同等の高いエネル

ギー密度を有することがメリットである。自動車分野では、ｅ－ガソリンやｅ－ディーゼル、船舶分

野ではｅ－メタノー ル、航空分野ではｅ－ＳＡＦとしての活用が期待される。２０３０年代前半まで

の合成燃料商用化を目指し、ＮＥＤＯ等と連携しながら実施する研究開発や国内事業の組成、

出資等による海外事業への参画、国際的な対話を通じた環境価値創出やビジネスモデルの構築

など、商用化に向けた必要な取組を進める。 

油政連、全石連としては、今後とも、バイオ燃料や合成燃料の商用化に向けて鋭意努力する。

本県油政連としても全国油政連と歩調を合わせ、県内の国会議員、県議会議員を対象に「バイ

オ燃料や合成燃料の早期商用化や実用化」について要望活動を行っていく。 

8.SS 過疎地問題 

頻発する自然災害などから、改めて石油製品の備蓄の大切さと災害時の石油製品の物流問

題については再考が必要であることが示されている。特に、過疎地域においては、高齢者率が高

く、人命に関わる喫緊の課題で、早急に政府、県当局と対応策を検討することが求められる。 

◆SS 過疎地の推移◆ 

◇全国 SS 過疎地数                                   （エネ庁発表） 

年度末数 ３カ所 ２ヶ所 １ヶ所 ０ヶ所 計 前年比較 

2016/3 106 100 71 11 288  

2017/3 114 101 75 12 302 14 

2018/3 120 103 79 10 312 10 

2019/3 129 104 83 9 325 13 

2020/3 133 107 82 10 332 7 

2021/3 138 109 86 10 343 11 

2022/3 137 112 89 10 348 5 

2023/3 139 114 97 8 358 10 

2024/3 144 122 95 11 372 14 

2025/3 144 129 97 11 381 9 
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◇福島県 SS 過疎地（2025 年 3 月末数） 

年度 3 ヶ所 2 ヶ所 1 ヶ所 0 ヶ所 計 

2025/3 末 7 6 5 1 19（17） 

市町村名 
桑折町 

鏡石町 

磐梯町 

柳津町 

泉崎村 

広野町 

新地町 

鮫川村 

玉川村 

浅川町 

楢葉町 

川内村 

大熊町 

桧枝岐村 

湯川村 

三島町 

昭和村 

葛尾村 

中島村 
2024.6.30 

― 

9．令和８年度 福島県内選挙日程 

令和８年度に予定されている選挙は次の通り。 

   〇福島県知事選挙 １１月 

   〇市町村長選挙 

    ４月：昭和村、南会津町、５月：鏡石町、８月：浪江町、９月：中島村、新地町、桑折町、 

１０月：金山町、浅川町 

10．基本方針まとめ 

こうした社会、経済情勢が見込まれる中、自民党石油流通議連はじめ、県選出の国会議員、

県議会議員（県石油流通政策懇談会）との連携を強め、災害協定と官公需の一体化問題、災害

時・平時の石油製品の安定供給と販売業界の経営基盤の安定、２０３５乗用車新車販売電動化１

００％に対する支援策の獲得、合成燃料の早期実用化の推進、GX にかかる政府方針を踏まえ

た対応、SS 過疎問題の対応、地域に不可欠な「ＳＳネットワーク」を維持するための予算の獲得

や 「新しい枠組み」（法制化）による国の強力な支援強化など様々な課題に全国油政連、関係機

関並びに管内各支部と連携し、積極的な活動を展開することをもって基本方針とする。 

 

１1．令和 8 年度（２０２6）活動方針骨子 

１．大規模災害時における被災石油販売業者の復旧･復興支援に関する運動 

2.市場正常化および経営安定化に関する運動 

① 石油製品の価格抑制政策と安定供給政策等を踏まえた適切な対応 

② 事業環境の変化（内需減・人材確保・賃上げ等）に備えた諸施策と健全経営の推進ならびに 

一般小売業並み粗利の実現 

③ ＳＳ経営の維持および取引の適正化に向けた立法化も含めた「新しい枠組み」等の実現 

④ 「ＧＸ経済移行債」活用を含むＳＳの経営継続と経営革新に資する諸施策の実現 

⑤ バイオ燃料・合成燃料の早期商用化を促す諸施策の実現 

⑥ 過疎地等対策を含めたユニバーサルサービス継続とＳＳネットワーク維持のための諸施策の実

現 

⑦ 改定「ガソリン不当廉売ガイドライン」の検証および実効性確保 

⑧ ＳＳ生産性向上、事業多角化等に寄与する消防法等、規制緩和領域の抽出とその実現 

 ３．税制等に関する運動 

① 石油ユーザーの負担増につながる増税の阻止 

② 自動車関連諸税の見直し議論を踏まえた燃料課税のあり方および EV 等との課税公平性の実

()内は昨年数 
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現に向けた対応 

③ 令和９（２０２７）年度以降の軽油引取税の「特別徴収義務者交付金」の交付率適正化の実現 

④ ガソリン税と消費税のタックス・オン・タックスの解消 

⑤ ガソリン税相当額の貸倒れ還付制度および販売店に対する軽油引取税の還付など、石油諸税

の実質的徴税者 としての負担軽減措置の実現 

⑥ 農林漁業用輸入重油免税制度、農林漁業用国産Ａ重油の石油石炭税還付制度の恒久化 

⑦ 地球温暖化対策税（農林漁業用軽油・海運事業用燃料）還付制度の恒久化 

⑧ 化石燃料賦課金に係る還付制度創設に向けた対応 

⑨ 石油販売業の経営に関する中小企業関連税制・法規制対策の推進 

４.災害時対応および環境・安全対策に関する運動 

① 災害時における石油製品の安定供給確保に向けた諸施策の推進 

（満タン＆灯油プラス１缶運動等） 

② 震災対応を踏まえた災害協定と官公需の一体化のより一層の推進（国・国等の関係機関や 

地方公共団体、地方議会等への要望活動支援） 

③ 燃料供給強靭化に向けた住民拠点ＳＳの円滑な運営のための支援 

④ ＳＳのＶＯＣ排出抑制対策等への対応 

⑤ 地下タンク二重殻化や漏えい防止など、ＳＳが行う環境対応措置への支援策の拡充 

⑥ 石油業界の環境対応策の検討や、産業として持続可能な開発目標等の検討の支援 

 ５．組織体制の強化・拡充の運動 

① 油政連の組織力強化に向けた取り組みの実施 

② 国会議員の石油販売業界に対する理解促進 

③ 油政連の目的達成に協力する者の政治活動に対する支援の強化 

④ 県議会（福島県石油流通政策懇談会）の石油販売業界に対するより一層の理解促進向けた取

り組み強化 

⑤ 油政連と県連組織の連携による地方議会等に対する業界の理解促進に向けた取り組み強化 

 ６．関係団体等の健全化に関する運動 

①石油販売業者の加盟する健康保険組合等の問題に対する諸策の検討 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



油政連 

[３４] 

 

議案第 4 号 

令和８年度収支予算（案） 
（令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日） 

福島県石油政治連盟 

 

 

(収入の部)                                             （単位：円） 

科  目 令和 7 年度予算 令和 8 年度予算 比較増減 摘要 

１ 前期繰越 484,576 645,437 160,861  

２ 会報購読費収入 2,100,000 2,050,000 ▲50,000  

 (１)会報購読 2,050,000 2,000,000 ▲50,000 1 口 4,200 円 

 (２)その他の収入 50,000 50,000 0 
組織強化交付

金、旅費弁償 

3 雑収入 100,000 100,000 0 
県連特別交付

金・利息 

４ 会費収入 500,000 500,000 0 賀詞交歓会費 

合  計 3,184,576 3,295,437 110,861  

 

 

 

(支出の部) 

科  目 令和 7 年度予算 令和 8 年度予算 比較増減 摘要 

１ 事業費 3,184,576 3,295,437 110,861  

 (１)組織活動費 1,350,000 1,350,000 0 
会議費・会費・

出張旅費等 

 (２)選挙関係費 200,000 200,000 0  

 (３)寄付交付金 100,000 100,000 0 県内政治団体 

 (４)関係団体交付金 1,364,000 1,364,000 0 全国油政連会費 

 (５)雑 費 170,576 281,437 110,861 事務経費 

合  計 3,184,576 3,295,437 110,861  

 

※予算の補正及び科目の流用は、会長に一任する。 

 

 

 

 



油政連 

[３５] 

 

議案第５号 

 

令和 8 年度油政連会報購読費の賦課及び 

徴収方法・時期(案)について 

 

福島県石油政治連盟 

１ 会報購読費賦課基準 

会員が所有の給油所数を基準に本社（県外に本社を有する場合は、県内を統括している支店 

等）に一括して請求する。 

したがって、複数の支部に給油所を所有されている会員にあっては、本社等所在の支部以外に

ある、他支部の給油所分も含んで請求する。 

    ●１給油所 ４，２００円／年 

 

２ 徴収方法 

   会報購読費は、加入支部を経由し、会員から直接徴収する。 

 

３ 徴収時期 

   会報購読費は、次の期日を期限として徴収する。 

    ●６月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



油政連 

[３６] 

 

議案第６号 

 

幹事の改選について 

福島県石油政治連盟 

 

任期満了に伴う幹事の改選 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


